
⾧期優良住宅建築等計画の認定等に係る手数料について
令和４年２月２０日～

茅ヶ崎市都市部建築指導課

【単位：円】

１ 計画認定申請（⾧期優良住宅普及促進法 第５条）

確認書、住宅性

能評価書が添付

されたもの

左記の確認書等

が添付されない

もの

確認書、住宅性

能評価書が添付

されたもの

左記の確認書等

が添付されない

もの

一戸建ての住宅 8,000 45,000 12,000 68,000

～５戸 15,000 110,000 23,000 160,000

６戸～１０戸 26,000 170,000 40,000 260,000

１１戸～２５戸 41,000 340,000 61,000 510,000

２６戸～５０戸 71,000 600,000 110,000 910,000

５１戸～１００戸 120,000 1,000,000 170,000 1,600,000

１０１戸～２００戸 190,000 1,900,000 290,000 2,900,000

２０１戸～３００戸 240,000 2,700,000 360,000 4,100,000

３０１戸～ 260,000 3,400,000 400,000 5,000,000

（茅ヶ崎市手数料条例 別表第１ 第１３６項・１３７項）

※住宅性能評価書は、⾧期使用構造であることの確認がされているものに限ります。

２ 認定計画の変更認定申請（⾧期優良住宅普及促進法 第８条）

（茅ヶ崎市手数料条例 別表第１ 第１４０項・１４１項）

３ 譲受人決定の変更認定申請（⾧期優良住宅普及促進法 第９条）

（茅ヶ崎市手数料条例 別表第１ 第１４２項）

４ 地位の承継 承認申請（⾧期優良住宅普及促進法 第１０条）

1,700

（茅ヶ崎市手数料条例 別表第１ 第１４３項）

５ 建築基準関係規定への適合審査を併せて申請する場合

（茅ヶ崎市手数料条例 別表第１ 第１３９項）

認定申請と併せて建築基準関係規定への適合審査を申請する場合は、認定申請手数料の他

に確認申請等の手数料を加算します。
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     申請方法

 区分

新築 増改築

計画認定申請の２分の１の額

一戸建ての住宅における譲受人の決定

共同住宅等における管理者等の決定
2,100

１戸につき


